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1 背景と目的 

（1）背景 

公営企業については、保有する資産の老朽化に伴う大量更新期の到来や人口減少等に

伴う料金収入の減少等により、経営環境は厳しさを増しており、不断の経営健全化が課

題となっています。 

 このような中、公営企業が町民の日常生活に欠くことのできない重要なサービスを提

供する役割を果たしており、将来にわたってもサービスの提供を安定的に継続すること

が可能となるように、総務省では、中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」を平

成 32 年度までに策定することを要請しました。さらに地方交付税措置対象事業の一部に

おいて、今後の地方交付税措置について平成 28 年度までの策定を要件としました。 

今後は、経営健全化への取組の具体性や収支改善の実現性等について検証を行い、実

効性のある「経営戦略」の策定が求められています。 

 

（2）目的 

 本町の下水道事業は、生活環境の改善及び公共用水域の水質保全を図り、安全で快適

な町民生活を確保するため、流域関連公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、

農業集落排水事業を行っております。今後は少子高齢化や節水機器の普及等による料金

収入の減少、さらには将来の下水道施設の更新改築経費の増加が懸念されるなど、事業

を取り巻く経営環境は、大きな局面を迎えております。 

 こうした中、経営の効率化と合理化を図り、事業を安定的かつ持続的に進めるため、「投

資」と「財政」の両面から、今後の経営の方向性を明らかにする「経営戦略」を策定し、

経営基盤の強化及び財政マネジメントの向上を図ることを目的とします。 

 計画期間は平成 29 年度～平成 38 年度とします。また、計画について進捗管理のため

適時に事後検証を実施するとともに、3 年～5 年を目途に計画の見直しを行うこととしま

す。 

 

2 城里町の現状 

本町の総人口は、平成 12 年の 23,007 人をピークに減少に転じており、国立社会保障・

人口問題研究所の将来人口推計によると、平成 52 年には平成 27 年の 20,244 人から約

31.6％減の 13,856 人になると予測されています。 

年齢3 階層別の人口割合をみると、平成27 年における15 歳未満の年少人口は9.9％、 

65歳以上の高齢者人口は 31.9％でありますが、平成 52 年には年少人口が 6.8％に減少し、

高齢者人口は 47.9％に増加するなど、将来はさらに少子高齢化が進行する見通しとなって

います。 
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城里町人口の推移 ※城里町人口ビジョンより 

 

 

3 下水道事業の概要 

公共下水道事業特別会計では流域関連公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業

を実施しております。 

流域関連公共下水道（那珂久慈流域関連公共下水道）は、ひたちなか市にある那珂久慈

浄化センターでの下水処理を平成 3 年から整備を行い、これまでに大字石塚、那珂西、上

泉、上青山の一部、下青山の一部、増井の一部で供用を開始しております。事業を開始し、

全体計画面積 644ha のうち平成 27 年度末では処理区域面積 333ha、認可区域内の整備率

は 51.7％であり、公共下水道に接続している状況を示す水洗化率は 74.7％となっています。 

特に汚水事業は、上位計画である那珂久慈流域関連公共下水道との整合性を図り、流域

下水道並びに公共下水道事業の計画的な促進を目指して事業費の確保を図っています。 今

後も下水道の普及整備を促進し、事業の投資効果が期待できるように鋭意努力していきま

す。 

特定環境保全公共下水道は、平成 6 年度から整備を行い大字粟、阿波山、上圷、下圷、

下阿野沢、上阿野沢、御前山、高根台、高根の一部にて供用を開始しています。全体計画

面積 303ha のうち平成 27 年度末では処理区域面積 264ha、認可区域内の整備率は 87.1％

であり、公共下水道に接続している状況を示す水洗化率は 67.4％となっています。 

城里町汚水処理区域図を示すと以下のとおりとなります。



3 

 

 

 

　 城里町汚水処理区域図

農業集落排水事業

特定環境保全公共下水道

流域関連公共下水道

事業区分 既整備区域等

平成28年7月1日現在



4 

 

流域関連公共下水道整備区域面積 

 

 

処理区域内人口及び水洗化人口については、平成 28 年 3 月末時点で処理人口 7,326 人に対

し 5,472 人であり、水洗化率 74.7％と決して高くない割合であります。今後の課題として、

水洗化率向上のため下水道事業 PR 等、積極的に行う必要があります。 

 

流域関連公共下水道普及率・水洗化率 

 

 

 

特定環境保全公共下水道整備区域面積 

 

 

処理区域内人口及び水洗化人口については、平成 28 年 3 月末時点で処理人口 3,894 人に

対し 2,626 人であり、水洗化率 67.4％と決して高くない割合であり、また類似団体平均値

より低い状況にあります。今後の課題として、水洗化率向上のため下水道事業 PR 等、積極

的に行う必要があります。 

 

特定環境保全公共下水道普及率・水洗化率 

 

 

 

 

建設事業開始 供用開始 全体計画 現在処理区域 整備率

年月日 年月日 面積　A 面積　B B/A

H3.12.17 H11.4.1 644ha 333ha 51.7%

（平成28年3月末現在）

行政人口 処理人口 普及率 水洗化人口 水洗化率

流域関連公共下水道事業 20,614人 7,326人 35.5% 5,472人 74.7%

（平成28年3月末現在）

建設事業開始 供用開始 全体計画 現在処理区域 整備率

年月日 年月日 面積　A 面積　B B/A

H6.12.28 H10.4.1 303ha 264ha 87.1%

（平成28年3月末現在）

行政人口 処理人口 普及率 水洗化人口 水洗化率

特定環境保全公共下水道 20,614人 3,894人 18.9% 2,626人 67.4%

（平成28年3月末現在）
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4 経営の基本方針 

 城里町では、少子高齢化や人口減少等の課題があり、厳しい社会情勢を迎えていますが、

河川等の水質悪化を防止し、豊かな自然環境を維持するため効率的に下水道整備を進め、

健全な経営に努めてまいります。 

（基本方針） 

・清潔で安全なまちづくりや、河川及び農業用水等の汚濁防止のため、公共下水道の普 

及率向上を図るため、下水道事業の着実な進捗を図り、下水道の普及を推進します。 

（課  題） 

・流域関連公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業の共通の課題としては、経営の

健全化・効率化に関して赤字傾向にあります。今後は、一般会計からの繰入金は増やさ

ず、使用料の見直しを行い、また接続率の向上に努め安定した使用料収入の確保が必要

となります。 

・流域関連公共下水道事業は、那珂久慈流域関連公共下水道として平成 11 年 4 月より供用

開始しています。今後は、管渠施設の劣化や損傷を把握するための点検を定期的に実施

する方向で検討を進めていく必要があります。 

・特定環境保全公共下水道事業は、平成 10 年 3 月より供用開始しています。今後は、処理

施設や管渠施設の劣化や損傷を把握するための点検を定期的に実施する方向で検討を進

めていく必要があります。 

 

5 投資・財政計画 

 計画期間中の投資・財政計画について以下に示します。 

 

（流域関連公共下水道事業） 

生活排水ベストプラン等に基づき、当面 10 年間においては下記のとおり平成 28 年度 2.7

億円、平成 29 年度以降も約 2.7 億円ずつ整備してまいります。 

 

下水道整備計画 

 

 

将来の資産更新費用及び時期について以下のとおり、今後 40 年間での維持更新費用とし

て年平均 2.4 億円が想定されております。しかしながら、特定環境保全公共下水道も含め事

業開始が平成 3 年度以降であり、本計画期間内での更新費（投資的経費）はありません。 

 

H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

267,000 267,000 267,000 267,000 267,000 267,000 267,000 267,000 267,000 267,000

（単位：千円）
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城里町公共施設等総合管理計画（H28.8） 

 

  

財源内訳として、以下のとおりとしております。下水道整備の財源については、国庫補

助金のほか下水道事業債を充当し、可能な限り有利な財源を確保しながら実施する計画で

す。 

 

下水道整備の財源 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000

125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000

17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000

52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000

267,000 267,000 267,000 267,000 267,000 267,000 267,000 267,000 267,000 267,000

国庫補助金

地方債

受益者負担金

その他財源

計

（単位：千円）
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（特定環境保全公共下水道事業） 

 

下水道整備計画 

 

 

生活排水ベストプラン等に基づき、当面 10 年間においては上記のとおり平成 28 年度 2.1

億円、平成 29 年度以降平成 34 年度までは 1.8 億円ずつ整備し平成 34 年度での完成を進め

てまいります。 

財源内訳として、以下のとおりとしております。下水道整備の財源については、国庫補

助金のほか下水道事業債を充当し、可能な限り有利な財源を確保しながら実施する計画で

す。 

 

下水道整備の財源 

 

 

 6 効率化・経営健全化の取組み 

① 組織及び人材に関する事項 

国からは、人口 3 万人以上の都市では平成 32 年度までに地方公営企業法の適用を要請さ

れております。城里町では、平成 25 年度に「地方公営企業法適用化検討計画」報告書とし

て課題等について取り纏めております。現時点においては、平成 34 年度に公営企業法適用

化に向けて検討しているところです。 

公営企業法適用になると、担当職員は公営企業職員として、事業の効率的な経営と公共

性及び企業性の発揮に努め、目標管理や企業会計など民間の経営管理手法を導入して、経

営能力の向上を図っていかなければなりません。 

 地方行政を取り巻く環境が非常に厳しくなっている現在、町民サービスの向上と人件費

のバランスを考慮しつつ、最小限の人員で最大のサービスの提供ができるよう定員適正化

に取り組んでいきます。 

H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

181,000 181,000 181,000 181,000 181,000 181,000 0 0 0 0

（単位：千円）

H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 0 0 0 0

109,500 109,500 109,500 109,500 109,500 109,500 0 0 0 0

14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 0 0 0 0

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 0 0 0 0

181,000 181,000 181,000 181,000 181,000 181,000 0 0 0 0計

国庫補助金

地方債

受益者負担金

その他財源

（単位：千円）
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② 下水道整備に関する事項 

 生活環境の向上と公共用水域の水質保全を図るため，流域関連公共下水道及び特定環境

保全公共下水道の着実な整備を実現していきます。 

 

③ 使用料、その他の収入に関する事項 

 下水道使用料は、公営企業として独立採算性の原則のもと、決定されることとなってい

ます。運営に伴う経費については、雨水にかかる経費は公費で、汚水にかかる経費は利用

者からの使用料で負担する事とされています。 

 本町の下水道使用料は、合併当初より現行の使用料で運営しております。地区によって

異なる 3 つの使用料体系が存在し、使用料の統一・改定について平成 27 年 2 月から城里町

下水道審議会において検討を実施し、下水道使用料の統一・改定に関する答申書（平成 27

年 8 月 28 日付）において「流域関連公共下水道の使用料体系に使用料体系を統一すること

が望ましいと考えます」との答申がありました。そのため、計画期間においては平成 31 年

度に特定環境保全公共下水道事業において使用料体系の改定を予定しております。 

また、行政人口は減少傾向にありますが、処理区域は年々拡大しているため有収水量は

上昇し、それに伴い料金収入も増加傾向にあります。なお、平成 26 年度が特に高いのは使

用料の遡及賦課による増収が理由であり、一時的なものと考えられます。 

 

（流域関連公共下水道事業） 

 

使用料（現行）※税抜き 

    

 

使用料収入及び使用料単価 

 

※使用料単価＝料金収入/有収水量  

 

基本

～10㎥ 11～20㎥ 21～30㎥ 31～50㎥ 51～100㎥ 101㎥～

1,300円 140円/㎥ 150円/㎥ 160円/㎥ 170円/㎥ 180円/㎥

超過分

H23 H24 H25 H26 H27

有収水量(㎥) 417,502 431,952 444,381 480,327 493,603

使用料収入(千円) 64,059 65,468 69,463 84,198 80,603

使用料単価(円/㎥) 153.4 151.6 156.3 175.3 163.3
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汚水処理費に対する経費回収率を見ると、平成 27 年度決算で 175.2％と高い水準です。

使用料収入で回収すべき維持管理費等の経費が賄えている状況にありますが、平成 26 年度

使用料の遡及賦課による増収が理由であり、一時的なものとも考えられます。今後、経費

節減と使用料収入の増収を図り、健全な経営に努めて行く必要があります。 

 

汚水処理原価及び経費回収率 

 

※汚水処理費＝維持管理費+資本費のうち汚水処理費相当分 ※汚水処理原価＝汚水処理費/有収水量 

※経費回収率＝使用料単価/汚水処理原価 

 

今後も、処理区域の拡大に伴い、有収水量及び汚水処理費が増加すると推測されます。   

 また、地方債償還額も増加傾向にあり、平成 34度にピークの 243,683千円に達しますが、

以降は減少傾向となります。高い水準となっている経費回収率ですが、現行の使用料では

運営が厳しいことも想定され、今後、区域の拡大を図りながら更なる効率的な整備を進め

ると共に、水洗化率向上に向けた対策を講じ、有収水量の確保に努め、使用料収入の増収

を図っていきます。 

 

 以下に今後の有収水量・汚水処理費等の推移を示します。 

 

今後の推移 

 

 

以下に今後の一般会計繰入金の推移を示します。 

一般会計繰入金の今後の見込みとして、地方債の償還額がピークを迎える平成 34 年度ま

では基準内繰入が増加することで一般会計繰入金総額としても増加しますが、その後減少

H23 H24 H25 H26 H27

汚水処理費(千円) 43,329 43,893 43,662 43,912 46,012

汚水処理原価(円/㎥) 103.8 101.6 98.3 91.4 93.2

経費回収率(％) 147.8 149.2 159.1 191.7 175.2

H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

有収水量(㎥) 515,613 525,626 535,639 545,652 555,665 565,678 575,691 585,704 595,717 605,730

使用料収入(千円) 84,303 85,940 87,577 89,214 90,851 92,488 94,125 95,763 97,400 99,037

使用料単価(円/㎥) 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5

汚水処理費(千円) 48,676 49,736 50,849 51,667 53,367 53,585 52,927 50,341 48,704 47,941

汚水処理原価(円/㎥) 94.4 94.6 94.9 94.7 96.0 94.7 91.9 85.9 81.8 79.1

経費回収率(％) 173.2 172.8 172.2 172.7 170.2 172.6 177.8 190.2 200.0 206.6
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傾向となり平成 38 年度には計画期間始期の平成 29 年度よりも減少する予定です。 

 

一般会計繰入金の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

合計 305,250 311,447 318,021 322,528 333,197 333,518 325,722 306,466 293,831 287,305

収益的　基準内 226,750 232,947 239,521 244,028 254,697 255,018 249,222 229,966 217,331 210,805

収益的　基準外 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

資本的　基準内 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500

資本的　基準外 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 71,000 71,000 71,000 71,000
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（特定環境保全公共下水道事業） 

 

使用料（現行）※税抜き 

 

 

使用料収入及び使用料単価 

 

※使用料単価＝料金収入/有収水量  

 

汚水処理費に対する経費回収率を見ると、平成 27 年度決算で 59.9％と低い水準です。使

用料収入で回収すべき維持管理費等の経費が賄えていない状況にあります。平成 25 年度以

降、減少している要因は自然災害等による施設の故障により修繕費が嵩んだためであり、

今後は使用料の改定などを検討し、適切な収入を確保し健全な経営に努めていく必要があ

ります。計画期間においては、平成 31 年度に流域関連公共下水道事業の使用料体系へ改定

することを予定しております。 

 

汚水処理原価及び経費回収率   

 

※汚水処理費＝維持管理費+資本費のうち汚水処理費相当分 ※汚水処理原価＝汚水処理費/有収水量 

※経費回収率＝使用料単価/汚水処理原価 

 

 

基本

～10㎥ 11～30㎥ 31㎥～

1,200円 140円/㎥ 150円/㎥

超過分

H23 H24 H25 H26 H27

有収水量(㎥) 206,104 216,570 218,850 223,591 245,926

使用料収入(千円) 29,832 31,021 31,853 33,643 36,997

使用料単価(円/㎥) 144.7 143.2 145.5 150.5 150.4

H23 H24 H25 H26 H27

汚水処理費(千円) 21,792 25,190 32,568 44,611 61,716

汚水処理原価(円/㎥) 105.7 116.3 148.8 199.5 251.0

経費回収率(％) 136.9 123.1 97.8 75.4 59.9
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今後も、処理区域の拡大に伴い、有収水量及び汚水処理費が増加すると推測されます。   

 また、地方債償還額も増加傾向にあり、平成 38 年度には 166,238 千円に達する予定とな

っています。経費回収率ですが、現行の使用料では運営が厳しいことも想定され、今後は

計画的に施設の修繕、更新等を進めていきながら、維持管理費の抑制に努めていきます。 

以下に今後の有収水量・汚水処理費等の推移を示します。 

 

今後の推移 

 

 

以下に今後の一般会計繰入金の推移を示します。 

一般会計繰入金の今後の見込みとして、地方債の償還額が増加傾向にあることにより基

準内繰入額が増加することで一般会計繰入金総額としても増加しますが、基準外繰入額に

ついては減少していく予定です。 

 

一般会計繰入金の推移  

 

H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

有収水量(㎥) 247,986 247,986 247,986 247,986 247,986 247,986 247,049 246,206 245,269 244,426

使用料収入(千円) 37,322 37,322 38,934 40,546 40,546 40,546 40,393 40,255 40,101 39,964

使用料単価(円/㎥) 150.5 150.5 157.0 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5

汚水処理費(千円) 64,481 66,402 68,747 69,401 72,995 75,159 82,438 82,923 82,788 81,803

汚水処理原価(円/㎥) 260.0 267.8 277.2 279.9 294.3 303.1 333.7 336.8 337.5 334.7

経費回収率(％) 57.9 56.2 56.6 58.4 55.5 53.9 49.0 48.5 48.4 48.9

（単位：千円）

H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

合計 199,000 202,272 210,124 212,314 224,344 231,589 228,176 229,995 229,756 226,652

収益的　基準内 158,842 165,272 173,124 175,314 187,344 194,589 199,176 200,995 200,756 197,652

収益的　基準外 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

資本的　基準内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

資本的　基準外 40,158 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 29,000 29,000 29,000 29,000
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④ 公営企業の経営に関する事項 

 平成 26 年 8 月に総務省から、「公営企業の経営に当たっての留意事項について」の通知

があり、地方公営企業法の適用に向けたロードマップが示されました。 

 このロードマップにおいて、平成 32 年 4 月に法制化を検討するため、平成 27 年度から

平成 31 年度までを集中取組み期間とし、人口 3 万人以上の団体については、期間内に公営

企業会計へ移行するべきとされています。平成 27 年 1 月には、「公営企業会計の適用」に

ついて、総務省より要請がありました。 

 本町下水道事業は、事業の経営状況の把握及び町民への説明責任が明確になることから、

平成 25 年度に地方公営企業法の適用化の検討をしてまいりました。結果として、平成 34

年度の「公営企業会計の適用」に向けて検討を行います。 

施設の老朽化、人口減少、節水型社会の進行等、下水道を取り巻く環境は厳しくなって

おります。その中でも、継続的で安定した下水道サービスを提供していくためには、「資産・

資金・人材」を総合的に管理・運営することのできる「アセットマネジメント」導入に向

け取り組んでいきます。 

 導入にあたっては、「資産・資金・人材」に関する課題を解決し、持続可能な事業管理を

実現するために、関係部門が一体となった事業管理計画を策定し、相互の役割などを理解

しながら、日々の業務を進めて行く事が不可欠です。 

 アセットマネジメントは、組織が一体となった事業管理を効率的に進めて行く為のツー

ルであり、今後導入することにより、組織的な事業運営をより効果的に進めていきます。 

 

⑤ 経費削減に関する事項 

 下水処理場等における光熱水費、薬品費などの維持管理費は、汚水処理には欠かせない

ものです。有収水量の増加に伴い維持管理費は、年々増額の傾向にありますが、町の汚水

処理の効率化を図るためにも、総合的な管理運営に努めます。 

  

⑥ 情報公開に関する事項 

 これまでも町の広報誌やホームページを活用して、下水道利用者へ適宜情報を提供して 

きました。今後も、提供する情報とその内容を充実させることを前提に、内容の見直しや

事後検証に取り組んでいきます。 

 

⑦ その他重点事項 

 防災対策や危機管理体制の強化はこれまでも取り組んできましたが、一般行政部局や下

水道業務に携わる民間企業、他事業体とも連携して取り組んでいきます。 
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城里町公共下水道事業経営戦略 

城里町下水道課 

平成29年2月 


